
開発開発開発開発((((建築建築建築建築))))行為事前協議制度行為事前協議制度行為事前協議制度行為事前協議制度のののの

一部変更一部変更一部変更一部変更についてについてについてについて（（（（HHHH21212121....4444....1111～～～～））））

市街化調整区域内の開発許可申請等に先だち行っている開発（建築）行

為事前協議のうち、一部一部一部一部についてについてについてについて下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおり変更変更変更変更するするするすることとしました。

詳しくは、問い合わせ先にて、ご確認ください。

■■■■変更対象変更対象変更対象変更対象のののの開発開発開発開発（（（（建築建築建築建築））））行為事前協議行為事前協議行為事前協議行為事前協議

①都市計画法（以下｢法｣）第34条第 事前協議事前協議事前協議事前協議をををを行行行行わずにわずにわずにわずに、、、、

11号に係る事前協議のうち、予定 開発開発開発開発((((29292929条条条条))))またはまたはまたはまたは建築建築建築建築

建築物の用途が一戸建専用住宅で農 ((((43434343条条条条))))許可申請許可申請許可申請許可申請をををを提出提出提出提出

地転用許可申請の必要がないもの してくださいしてくださいしてくださいしてください ((((※※※※注注注注１１１１))))

②法第34条第14号提案基準21｢既 事前協議事前協議事前協議事前協議のののの添付図書添付図書添付図書添付図書のののの

存建築物の再活用｣に係る事前協議 うちうちうちうち建物平面図建物平面図建物平面図建物平面図、、、、建物建物建物建物

のうち、予定建築物の用途が一戸建 立面図立面図立面図立面図をををを説明書説明書説明書説明書((((※※※※注注注注２２２２))))

専用住宅のもの（要件４(1)に該当 にかえますにかえますにかえますにかえます

し、開発行為がある場合を除く。）

※※※※注注注注１１１１：：：：指定区域内指定区域内指定区域内指定区域内であるであるであるである((((甲種農地甲種農地甲種農地甲種農地､､､､第第第第1111種農地種農地種農地種農地をををを含含含含まないまないまないまない))))ことをことをことをことを事前事前事前事前にににに十分調査十分調査十分調査十分調査してくしてくしてくしてく

ださいださいださいださい。。。。開発行為開発行為開発行為開発行為のののの有無有無有無有無やややや開発許可開発許可開発許可開発許可のののの要要要要・・・・不要不要不要不要についてについてについてについて、、、、土木事務所土木事務所土木事務所土木事務所とととと協議協議協議協議してしてしてして

くださいくださいくださいください。。。。開発開発開発開発またはまたはまたはまたは建築許可申請時建築許可申請時建築許可申請時建築許可申請時にににに配置図配置図配置図配置図､､､､平面図平面図平面図平面図､､､､立面図立面図立面図立面図((((着色着色着色着色))))のののの追加添付追加添付追加添付追加添付がががが

必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。

※※※※注注注注２２２２：：：：説明書説明書説明書説明書とはとはとはとは審査基準審査基準審査基準審査基準のののの該当要件該当要件該当要件該当要件をををを満満満満たすたすたすたす建築計画建築計画建築計画建築計画をををを行行行行うううう旨旨旨旨をををを記載記載記載記載したものをいいしたものをいいしたものをいいしたものをいい

ますますますます。。。。

※※※※注注注注３３３３：：：：建築確認申請時建築確認申請時建築確認申請時建築確認申請時においてにおいてにおいてにおいて、、、、開発許可申請書開発許可申請書開発許可申請書開発許可申請書とととと配置図配置図配置図配置図、、、、平面図平面図平面図平面図、、、、立面図立面図立面図立面図にににに変更変更変更変更があがあがあがあ

るるるる場合場合場合場合はははは、、、、変更変更変更変更のののの手続手続手続手続きがきがきがきが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。

■■■■問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

●●●●奈良県庁建築課開発審査係奈良県庁建築課開発審査係奈良県庁建築課開発審査係奈良県庁建築課開発審査係 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 0742074207420742-27272727-7562756275627562（（（（直通直通直通直通））））

●●●●郡山土木事務所建築課郡山土木事務所建築課郡山土木事務所建築課郡山土木事務所建築課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 0743074307430743-52525252-1101110111011101

●●●●高田土木事務所建築課高田土木事務所建築課高田土木事務所建築課高田土木事務所建築課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 0745074507450745-52525252-6144614461446144

●●●●桜井土木事務所建築課桜井土木事務所建築課桜井土木事務所建築課桜井土木事務所建築課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 0744074407440744-42424242-9191919191919191

●●●●吉野土木事務所庶務課吉野土木事務所庶務課吉野土木事務所庶務課吉野土木事務所庶務課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 07463074630746307463-2222-4051405140514051


